
 

長門市公告第 45 号 

入札公告 

 下記のとおり条件付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和 22

年政令第 16 号。以下「令」という。）第 167 条の６及び長門市財務規則（平成 17

年長門市規則第 57 号。以下「規則」という。）第 90 条の規定に基づき公告します。  

令和 4 年 8 月 5 日 

長門市長 江  原   達  也  

 

記  

１ 入札に付する事項  

工 事 名  東深川 2 号汚水準幹線改築更新工事 (江の川線) 

工 事 場 所  長門市 東深川 地内 

建設工事の種類  土木一式工事 

工 事 の 概 要  

全体施工延長             Ｌ＝２６７．１０ｍ  

・管きょ更生工  

既設管φ６００mm       Ｌ＝２１２.２０ｍ  

既設管φ７００mm       Ｌ＝     ６ .４０ｍ  

既設管φ８００mm       Ｌ＝   ２２ .９０ｍ  

既設管φ９００mm       Ｌ＝   １６ .９０ｍ  

既設管φ１０００mm      Ｌ＝     ８ .７０ｍ  

・人孔管口耐震化工  

既設管φ６００mm       Ｎ＝１２箇所  

既設管φ７００mm       Ｎ＝ ２箇所  

既設管φ８００mm       Ｎ＝ ２箇所  

既設管φ９００mm       Ｎ＝ ４箇所  

既設管φ１０００mm      Ｎ＝ ２箇所  

・マンホール蓋取替工 (φ６００) 

次世代型梯子附（Ｔ－１４）   Ｎ＝ ９箇所  

工 期  契約締結の翌日から 160 日間（予定）  



 

概 算 予 定 価 格  事後公表 

 

２ 入札参加資格  

長門市条件付一般競争入札事務処理要領第３条に掲げる条件に基づき、公告日に

おいて次の各号を満たしていること。  

（１） 令第 167 条の４第１項に基づく契約締結する能力を有しない者、破産手続開

始の決定を受けて復権を得ない者、暴力団員による不当な行為の防止に関す

る法律（平成３年法律第 77 号）第 32 条第１項の各号に掲げる者に該当しな

いこと。 

（２） 長門市建設工事等請負業者選定事務要綱第８条に規定する令和４年度長門

市競争入札参加資格者名簿において、土木一式工事に登載されていること。 

（３） 長門市が発注する工事等請負契約に係る指名停止等の措置要綱に基づく指

名停止を受けていないこと。  

（４） 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号。以下「法」という。）に規定する特定建

設業の許可（土木一式工事に係るものに限る。）を受けていること。かつ、

法第 27 条の 23 第１項に規定する経営事項審査で、この公告日前までに国土

交通大臣又は都道府県知事がその結果の通知を行ったもののうち、直近の土

木一式工事の総合評定値（Ｐ点）が 770 点以上に加え、技術力評点（Z 点）

が 750 点以上であること。  

（５） 法第３条第１項に規定する営業所のうち、本店を長門市内に有しているこ

と。  

（６） 法に規定する主任技術者又は監理技術者（土木一式工事に係るものに限る。）

を法に基づく配置ができること。（この入札に参加しようする者との間に直

接的かつ恒常的な雇用関係が原則として３箇月以上継続してあること。）技

術者を特定できない場合は、それぞれ３人まで候補者とすることができる。 

なお、法第 26 条第 3 項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者（特例監

理技術者）の配置は、別途定める条件に適合した場合に認める。  

（７） 特定建設工事共同企業体でないこと。  

（８） 資本関係又は人的関係のある者が同一案件に参加していないこと。  

（９） 【過去の施工実績】  



 

平成 24 年４月１日からこの公告の日までの間に、元請負人又は共同企業体

の構成員（出資比率が 20％以上のものに限る。）として、公共工事のうち下

水道工事（請負金額が 1,000 万円以上であるもの）を施工した実績を有して

いること。 

 

３ 入札参加資格確認申請に必要な書類の提出  

（１） 提出する書類 

本工事の条件付一般競争入札に参加を希望する者は、長門市条件付一般競

争入札事務処理要領の規定により次に掲げる書類を提出しなければならな

い。  

ア 入札参加資格確認申請書（別記様式第 1－1 号） 

イ 同種、類似工事の施工実績調書（別記様式第 2－1 号） 

ウ 監理技術者の資格・工事経験調書（別記様式第 3 号）、３箇月以上の雇

用関係を証明できる書面  

（複数の候補技術者の場合は、全員について提出のこと。）  

※特例監理技術者の配置を条件により認める工事において、特例監理技

術者の配置を予定する場合は、加えて別記様式第 3－2 号様式を作成す

ること。 

エ 主任技術者の資格・工事経験調書（別記様式第 4 号）、３箇月以上の雇

用関係を証明できる書面  

（複数の候補技術者の場合は、全員について提出のこと。）  

オ 経営事項審査結果通知書の写し及び建設業許可書の写し  

（２） 書類の提出方法  

提出書類は持参して提出するものとし、郵送又は電信によるものは受け付

けない。 

（３） 書類の提出先 

長門市企画総務部監理管財課 

（４） 書類の提出期限  

令和 4 年 8 月 19 日（金）午後 5 時まで 

※提出書類の様式については、市のホームページ《行政情報》《入札発注情



 

報》からダウンロードして下さい。  

 

４ 入札参加資格の確認結果と通知  

入札参加資格確認申請書を審査し確認された入札参加資格の適否について、入札

参加資格適合・非適合通知書（別記様式５号）により入札参加資格確認申請者へ令

和 4 年 9 月 5 日（月）に発送する。 

 

５ 設計図書の配布・閲覧  

設計図書の配布  
令和 4 年 9 月 6 日（火）から市のホームページ《行政情報》《入

札発注情報》からダウンロードして下さい。  

 

６ 工事内容の質問及び回答  

質問方法・期限  
工事内容質問書を企画総務部監理管財課へ令和 4 年 9 月 8 日（木）

までに提出すること。（FAX 可  0837‐22‐4545）  

質 問 回 答 日  
令和 4 年 9 月 9 日（金）から市のホームページ《行政情報》《入

札発注情報》で開札日の前日まで閲覧に供する。  

 

７ 入札を執行する日時及び場所  

入 札 日 時  令和 4 年 9 月 22 日（木）午前 9 時 00 分 

入 札 場 所  長門市役所４階会議室 

 

８ 入札保証金及び契約保証金に関する事項  

入 札 保 証 金  免 除 

契 約 保 証 金  必 要 

 

９ 無効とする入札 

「入札の心得」第８条に該当する場合は、無効とする。  

 

１０ 失格とする入札  

「入札の心得」第９条に該当する場合は、失格とする。 



 

 

１１ 入札の延期又は中止  

「入札の心得」第 10 条に該当する場合は、延期又は中止することがある。 

ただし、本入札において第 10 条第 2 項は適用しない。  

 

１２ 落札者の決定  

「入札の心得」第 11 条から第 14 条により落札者を決定する。  

 

１３ その他 

低入札価格調査制度  適 用 

最低制限価格制度  非適用 

工事積算内訳書の提出  必 要 

 

この入札については、上記のほか入札の心得によること。詳細については、長門

市企画総務部監理管財課（電話：0837‐23‐1120）に問い合わせること。  


